
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
１
を
削
り
、
同
欄
２
中
「
第

十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
」
に
、
「
許
可
申
請
」
を
「
届
出
」
に
改
め
、
同
欄
２

を
同
欄
１
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
位
置
等
変
更
の
許
可
申
請
を

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
５
か
ら
７
ま
で
を
削
り
、

４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
貯
蔵
所
の
位
置
等
変
更
の
届
出
を
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

６ 

法
第
二
十
四
の
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
高
圧
ガ
ス
消
費
施
設
等
の
変
更
の

届
出
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
管
理
課
の
部
第
一
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
８
を
同
欄
７
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


